
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに反対方向に回転する内軸（１２）と外軸（１１）とを備えた掘削軸（１０）に装
着されて掘削孔内で掘削土と硬化剤とを攪拌混練する攪拌ヘッド（２０）において、
　攪拌ヘッド（２０，５０）は内軸（１２）と共に回転する内側攪拌翼（２１，５１）と
、外軸（１１）とともに回転し、上記内側攪拌翼（２１，５１）の外側に配置される外側
攪拌翼（２５，５５）とからなり、
　上記内側攪拌翼（２１，５１）は、放射状に配置された複数の放射攪拌翼（２２，５２
）を軸線方向にずらせて複数段配置するとともに、この放射攪拌翼（２２，５２）のうち
少なくとも１つの放射攪拌翼（２４，５４）にはその外縁部から回転進行方向に向け硬化
剤を噴出する噴射ノズル（２３，５３）を備えて構成され、上記外側攪拌翼（２５，５５
）は、その回転軌跡が前記内側攪拌翼（２１，５１）の回転軌跡を囲む枠状攪拌翼（２６
，５６）と、上記枠状攪拌翼（２６，５６）から内側に向け、上記攪拌翼（２２，５２）
の間を通過するように突設された突出翼（２７，５７）とから構成されてなる
　地盤改良装置の攪拌ヘッド。
【請求項２】
　攪拌ヘッド（５０）は、外側攪拌翼（５５）の下端部に掘削刃（５８）を備える一方、
内軸（１２）とともに回転し、上記外側攪拌翼（５５）の下端部に設けられた掘削刃（５
８）より小径の中心部掘削刃（５９）を設けた請求項１記載の地盤改良装置の攪拌ヘッド
。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
この発明は、地盤改良装置の攪拌ヘッドに係り、詳しくは地面を鉛直方向に掘削して形成
する掘削孔内で掘削土と硬化剤とを攪拌混練する地盤改良装置の攪拌ヘッドに関する。
【０００２】
【従来の技術】
上述した地盤改良装置の攪拌ヘッドとして、従来例えば、特開平３－６３３１２号公報記
載のものがある。
【０００３】
この攪拌ヘッドは、外軸と内軸とからなる二重反転回転軸の先端に設けた掘削刃の上方位
置に取り付けられるものであり、半円弧状の小攪拌翼体がその上端と下端とで内軸に固着
され、半円弧状の大攪拌翼体がその上端で小攪拌翼体配設位置の上方の外軸に固着され、
その下端を小攪拌翼体配設位置の下方で内軸に軸支されて、大攪拌翼体の内側に小攪拌翼
体が配置されるものとして回転軸に対して垂直で放射状にそれぞれ複数配置されるもので
ある。また攪拌ヘッドには硬化剤噴射用の噴射口が形成される。
【０００４】
この攪拌ヘッドを取り付けた地盤改良装置で地盤改良を行なうには、回転軸を回転駆動し
て掘削刃を回転させつつ降下させて地盤に円柱状の掘削孔を穿設する。掘削刃が所定深度
に達したら、回転軸の降下を停止し、地上に設けた硬化剤ポンプから硬化剤を回転軸内に
供給して、掘削軸下端部に設けた硬化剤ノズルから掘削孔内へ噴射し、攪拌ヘッドの各攪
拌翼を反対方向に回転して掘削土と硬化剤とを攪拌混練しつつ回転軸を上昇せしめて掘削
孔中に地盤改良部分を形成する。
【０００５】
この他に、地盤改良装置の攪拌ヘッドとしては、大小両攪拌翼体を角形にして掘削軸回り
に回転すると円柱形となる翼体にしたもの（同公報第４図参照）、翼体を略平板状に形成
して掘削軸より放射状に突出させたもの（特開平１－３６８１７号公報参照）、角形の大
小攪拌翼体と略平板状の翼体とを組合せたもの（特開平５－３３１８３４号公報参照）等
があり、掘削孔内における掘削土と硬化剤との攪拌混練をより良くできるように種々の翼
形および形態が提案されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
このような従来の地盤改良装置の攪拌ヘッドでは、主として掘削孔内における掘削土と硬
化剤とが攪拌翼と共回りすることを防止させるため、反転する二種類の攪拌翼を内外に設
けたものであるが、未だ十分な速度で攪拌混練ができず、さらに高速度で良好な攪拌混練
を行いたいという要望がある。
【０００７】
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、高い混練速度で掘削土と硬化剤とを良
好に攪拌混練できる地盤改良装置の攪拌ヘッドを提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するための本発明の手段は、図１に示すように、互いに反対方向に回転す
る内軸１２と外軸１１とを備えた掘削軸１０に装着されて掘削孔内で掘削土と硬化剤とを
攪拌混練する攪拌ヘッド２０において、攪拌ヘッド２０，５０は、内軸１２と共に回転す
る内側攪拌翼２１，５１と、外軸１１とともに回転し、上記内側攪拌翼２１，５１の外側
に配置される外側攪拌翼２５，５５とからなり、上記内側攪拌翼２１，５１は、放射状に
配置された複数の放射攪拌翼２２，５２を軸線方向にずらせて複数段配置するとともに、
この放射攪拌翼２２，５２のうち少なくとも１つの放射攪拌翼２４，５４にはその外縁部
から回転進行方向に向け硬化剤を噴出する噴射ノズル２３，５３を備えて構成され、上記
外側攪拌翼２５，５５は、その回転軌跡が前記内側攪拌翼２１，５１の回転軌跡を囲む枠
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状攪拌翼２６，５６と、上記枠状攪拌翼２６，５６から内側に向け、上記攪拌翼２２，５
２の間を通過するように突設された突出翼２７，５７とから構成されたものである。
【０００９】
さらに、本発明では、攪拌ヘッド５０は、外側攪拌翼５５の下端部に掘削刃５８を備える
ものとすることができ、この攪拌ヘッド５０は、内軸１２とともに回転する、上記外側攪
拌翼５５下端の掘削刃５８より小径の中心部掘削刃５９を設けるものとすることができる
。
【００１０】
〔作用〕
本発明の地盤改良装置の攪拌ヘッド２０，５０は、掘削機を備えた地盤改良装置に装着さ
れた掘削軸１０の先端に接続して使用する。掘削機は回転軸１０の外軸１１と内軸１２と
を反対方向に回転駆動させつつ降下させて、攪拌ヘッド２０先端に設けた掘削刃２８、５
８で地盤に円柱状の掘削孔を穿設する。攪拌ヘッド２０，５０の内側攪拌翼２１，５１及
び外側攪拌翼２２，５２は互いに反対方向に回転駆動されるととともに、噴射ノズル２３
，５３からは掘削軸１０の内軸１２内に圧送された硬化剤が噴出される。
【００１１】
このとき、噴射ノズル２３，５３は、下降しながら放射攪拌翼２４，５４の先端から硬化
剤を放射攪拌翼の進行方向に噴射するから、噴射された硬化剤は、その掘削土中への浸入
方向を回転させながら下降して、掘削孔内の掘削土中で螺旋を描くようになる。このため
、硬化剤の噴出流は、その流勢で掘削土を攪拌することとなり、硬化剤と掘削土とは良好
に混練される。また、この掘削土と硬化剤とは内側攪拌翼２１，５１の放射攪拌翼２２，
５２、外側攪拌翼２５，５５の枠状攪拌翼２６，５６及び突出翼２７，５７により攪拌混
練される。
【００１２】
このとき、内側攪拌翼２１，５１と外側攪拌翼２５，５５とは反対方向に回転しているた
め、内側攪拌翼２１，５１の放射攪拌翼２２，２４，５２，５４と、外側攪拌翼２５，５
５の枠状攪拌翼２６，５６及び突出翼２７，５７とは、すれ違うように逆回転することと
なり、硬化剤が混和した掘削土には複雑な剪断力が付与され、掘削土と硬化剤とは共回り
を起こすことなく良好に攪拌される。
【００１３】
また、外側攪拌翼５５の下端部に掘削刃５８を備えた攪拌ヘッド５０にあっては、掘削刃
５８は大きな回転トルクを有する外軸１１で駆動されるので大きな掘削力で地盤を掘削す
ることができる。
【００１４】
そして、内軸１２とともに回転する中心部掘削刃５９を設けた攪拌ヘッド５０にあっては
、外側攪拌翼５５に設けた掘削刃５８のうち掘削力が低下しがちな中心部を中心部掘削刃
５９で掘削することができ、攪拌ヘッド５０全体で良好な掘削力を有するものとできる。
【００１５】
【実施の形態】
以下、この発明に係る地盤改良装置の攪拌ヘッドの実施の形態を図面に基づいて詳細に説
明する。
【００１６】
　〔第１の実施の形態の構成〕
　図１乃至図３は、本発明に係る地盤改良器の攪拌ヘッドの第１の実施形態を示す構成図
である。
　本例は、特許請求の範囲の請求項１に相当する。
【００１７】
この例の攪拌ヘッド２０が使用される地盤改良装置では掘削軸１０として、最外部の掘削
用中空軸を外軸１１とし、その内側の掘削用中空軸を内軸１２とし、中心部に位置する硬
化剤等供給用中空軸を中心軸１３とした三重の多重軸が使用される。そして、この掘削軸
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１０の下端に攪拌ヘッド２０が取付部１５を介して取り付けられる。
【００１８】
攪拌ヘッド２０は、掘削軸１０と同軸に形成されたヘッド軸部３１を備え、このヘッド軸
部３１に内側攪拌翼２１及び外側攪拌翼２５を有し、掘削刃２８がそなえられる。
【００１９】
そして、このヘッド軸部３１は、その上端において外軸１１に接続される外側ヘッド軸部
３２と、その上端において内軸１２及び中心軸１３に接続される内側ヘッド軸部３３とか
ら構成される。外側ヘッド軸部３２の下端には滑り軸受１６が内嵌され、外側ヘッド軸部
３２と内側ヘッド軸部３３とは同軸で反対に回転自在とされる。
【００２０】
上記内側ヘッド軸部３３は、その下端部付近から上端にかけて外側筒部３４及び内側筒部
３５を備えるものであり、外側筒部３４は掘削軸１０の内軸１２に、内側筒部３５は掘削
軸１０の中心軸１３に接続され、両筒部３４，３５の間には、硬化剤が圧送される内軸１
２と中心軸１３との間の隙間に連通する硬化剤圧送路３６が形成される。
【００２１】
また、内側ヘッド軸部３３は、その下端部において上記両筒部３４，３５間の硬化剤圧送
路３６が延長形成されることなく一体に形成され、内側ヘッド軸部３３の中央部に薬液の
送通路３７が形成され、上記中心軸１３の内孔と連通される。
【００２２】
本例では、内側ヘッド軸部３３の下端部には掘削刃２８が取り付けられており、掘削刃２
８の最下端面に硬化剤液の吐出口３０が開設され、この吐出口３０は上記送通路３７を介
して上記中心軸１３の内孔に連通される。また、掘削刃２８の内軸直下部には吐出口３０
からの硬化剤が流出できるように、切欠部３９が設けられる。
【００２３】
内側攪拌翼２１は、上記内側ヘッド軸部３３に直径を挟んで放射状に配置された２本の直
線棒状の放射攪拌翼２２を軸線方向にずらせて３段配置するとともに、この放射攪拌翼２
２の最下段に位置する２本の放射攪拌翼２４にはその外縁部から回転進行方向に向け硬化
剤を噴出する噴射ノズル２３を備えて構成される。
【００２４】
そして、この放射攪拌翼２４の内部には上記噴射ノズル２３と上記ヘッド軸部３１に形成
した硬化剤圧送路３６とを連通する硬化剤通路３７を形成している。
【００２５】
また、外側攪拌翼２５は、その回転軌跡が前記内側攪拌翼３１の回転軌跡を囲むように形
成された枠状攪拌翼２６と、この枠状攪拌翼２６から内側に向け、上記放射攪拌翼２２，
２４の間を通過するように突設された２本の突出翼２７とから構成される。
枠状攪拌翼２６は、上記外側ヘッド軸部３２の下端部から斜め下向きに形成される上横翼
２６ａと、この上横翼２６ａの先端から下方に向け形成される垂直翼２６ｂと、この垂直
翼２６ｂの下端から上記内軸に向け斜め下方に向け形成されその先端が内側ヘッド軸部３
３に外挿される環状取付部３８に取り付けられる下横翼２６ｃとから全体を略コ字状に形
成されている。
【００２６】
この環状取付部３８は滑り軸受４２が内嵌され、内側ヘッド軸部３３の外周に回転自在に
取り付けられる。
【００２７】
本例に係る攪拌ヘッドは地盤改良装置に装着して使用される。
図８は本例に係る攪拌ヘッド２０を装着した地盤改良装置７０の一例を示すものである。
【００２８】
この地盤改良装置は、２個の攪拌ヘッド２０，２０をその円形の掘削範囲の端部が重なる
ように並べて、両攪拌ヘッド２０，２０の翼が干渉しないよう位相をずらして回転駆動さ
せて掘削及び硬化剤の混入攪拌を行い、地盤改良部分を形成するものである。このため、
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地盤改良装置は、２本の掘削軸１０を同期して反対方向に回転駆動させつつ下降させ、必
要に応じて掘削軸１０を継いでさらに掘削、硬化剤の攪拌混練を行なうものである。
【００２９】
地盤改良装置は、ベースマシン７１によって直立させたリーダ７２と、このリーダ７２に
沿って配置されたガイドレール７３と、このガイドレール７３に上下動自在に取り付けて
、リーダ７２の下部に配置したモータ及び減速装置からなり、掘削軸１０の外軸を回転さ
せる掘削軸駆動装置７４と、掘削軸駆動装置７４の上方に配置され、外軸の回転を内軸に
伝達する逆転伝動装置を備え、ガイドレール７３に上下動自在に取り付けた掘削軸昇降装
置７５と、ワイヤロープ、ガイドプーリを備えてこの掘削軸昇降装置を上下動させる昇降
駆動装置（図示していない）とを備えている。
【００３０】
掘削軸駆動装置７４は、ガイドレール７３にのみ支持され、掘削軸１０を２本並列して嵌
合させたときに、この掘削軸１０の上部を支持する掘削軸昇降装置７５と一体的に連結さ
れた状態となって、掘削軸昇降装置７５の上下動に従って上下動する。
掘削軸昇降装置７５は、ガイドレール７３に支持されると共にリーダ７２に設けられたチ
ェーン駆動装置（図示していない）に連結されて、チェーン駆動装置の動作に従って上下
動する。そして、この掘削軸昇降装置７５は下部に２本の掘削軸１０，１０を並列に、外
軸接続部及び内軸取付部（図示していない）を介して取り付けられ、この掘削軸１０，１
０は、掘削、掘削土と硬化剤との攪拌混合の進行と共に次々に継ぎ足されていく。
【００３１】
この例では、硬化剤の圧送は、掘削軸昇降装置の上部に設けた液注装置（図示していない
）からなされる。この液注装置は掘削軸１０の内軸１２と中心軸１３との間に硬化剤を圧
送し、また中心軸１３の内孔内に硬化剤を送出するための２重スイベルジョイントで構成
される。
【００３２】
〔第１の実施の形態の作用、効果〕
このような本例にかかる攪拌ヘッド２０を取り付けた地盤改良装置で地盤改良を行なうに
は、地盤改良装置のモータを起動して掘削軸駆動装置７４を作動させて、硬化剤を圧送し
つつ掘削軸１０を回転駆動させながら下降させて、地盤の掘削、掘削土への硬化剤の注入
、攪拌混練を行なう。
【００３３】
掘削軸１０が下降させられると、攪拌ヘッド２０の外側攪拌翼２１及び外側攪拌翼２５が
掘削刃２８と共に所定方向に回転駆動されるとともに、噴射ノズル２３から掘削軸１０の
内軸１２と中心軸１３との間に圧送された改良剤が高圧で噴出される。
【００３４】
このとき、噴射ノズル２３は、下降しながら放射攪拌翼２４の先端から硬化剤を放射攪拌
翼２４の進行方向に噴射する。そして、噴射された硬化剤は、掘削刃２８で掘削され、外
側攪拌翼２５で攪拌された掘削土中へ噴射され、掘削土と混和される。このとき、硬化剤
は浸入方向を回転させながら下降して、掘削孔内の掘削土中で螺旋を描くように噴射され
る。硬化剤の噴出流は、その流勢で掘削土を攪拌することとなり、硬化剤と掘削土とが混
練される。さらに、この硬化液が混和された掘削土は内側攪拌翼２１の放射攪拌翼２２，
２４外側攪拌翼２５の枠状攪拌翼２６及び突出翼２７により攪拌混練される。
【００３５】
本例では、内側攪拌翼２１と外側攪拌翼２５とは反対方向に回転しており、内側攪拌翼２
１の放射攪拌翼２２，２４と、外側攪拌翼２５の枠状攪拌翼２６及び突出翼２７とは、す
れ違うように逆回転しているから、硬化剤が混和した掘削土には複雑な剪断力が付与され
、掘削土と硬化剤とは共回りを起こすことなく良好に攪拌される。
【００３６】
また、本例によれば、２個の攪拌ヘッド２０を並列に配置しているから、１度の掘削、引
き抜きで大きな面積の地盤を改良することができる。
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【００３７】
そして、所定深さに達するまで掘削軸１０を上方から継ぎ足して、掘削攪拌混練を行い、
所定の深さに達した後、攪拌ヘッド２０を引き抜く。この時掘削軸１０を回転駆動させな
がら引き抜くと、更に掘削土と硬化剤とが攪拌され混練される。
攪拌ヘッド２０の引出し時には掘削軸１０を引き出すにつれて、中継用の掘削軸を上方か
ら順次取り去り、攪拌ヘッドが地表に現れるまでこの作業を続ける。
【００３８】
このように、実施の形態の第１例の攪拌ヘッド２０にあっては、硬化剤は、掘削刃２８で
掘削され、さらに掘削刃２８と反対方向に回転する枠状攪拌翼２６の下横翼２６ｃで攪拌
された掘削土中に噴射される。このため、硬化剤は掘削土に良好に混和する。そして、硬
化剤が混和された掘削土内で内側攪拌翼２１と外側攪拌翼２５とで複雑に剪断力が付与さ
れる。したがって、この攪拌ヘッド２０にあっては、掘削土の共回りを防止でき、高い効
率で掘削土と硬化剤との攪拌混練を行なうことができる。
【００３９】
　〔第２の実施形態の構成〕
　図４乃至図７は、本発明にかかる地盤改良器の攪拌ヘッドの第２実施形態の具体的構造
を示すものである。
　本例は特許請求の範囲の請求項 に相当する。
【００４０】
この例の攪拌ヘッド５０は第１の形態例と同様に、外軸１１、内軸１２、中心軸１３を備
えた三重の掘削軸１０の先端に取り付けられる。
【００４１】
攪拌ヘッド５０は、上述した第１例の攪拌ヘッドと同一構造のヘッド軸部３１を備える。
そこでヘッド軸部３１の構成については、図中に第１例のヘッド軸部と同一の部材に同一
の符号を付して、その詳細な説明は省略する。
【００４２】
内側攪拌翼５１は、上述した第１の攪拌ヘッドと同様に、上記内側ヘッド軸部３３に直径
を挟んで放射状に配置された２本の直線棒状の放射攪拌翼５２を軸線方向にずらせて３段
配置し、この放射攪拌翼５２の最下段に位置する２本の放射攪拌翼５４にはその外縁部か
ら回転進行方向に向け硬化剤を噴出する噴射ノズル５３を備えて構成される。
そして、この放射攪拌翼５４の内部には上記噴射ノズル５３と上記ヘッド軸部３１に形成
した硬化剤圧送路３６とを連通する硬化剤通路６０を形成している。
【００４３】
また、外側攪拌翼５５は、その回転軌跡が前記内側攪拌翼５１の回転軌跡を囲むように形
成された枠状攪拌翼５６と、この枠状攪拌翼５６から内側に向け、上記攪拌翼５２の間を
通過するように突設された２本の突出翼５７とから構成される。
【００４４】
枠状攪拌翼５６は、上記外側ヘッド軸部３２の下端部から斜め下向きに形成される上横翼
５６ａと、この上横翼５６ａの先端から下方に向け形成される垂直翼５６ｂと、この垂直
翼５６ｂの下端から上記内軸に向け斜め下方に向け形成されその先端が内側ヘッド軸部３
３に外挿される環状取付部６１に取り付けられる下横翼５６ｃとから全体を略コ字状に形
成されている。
【００４５】
そして、本例において、この外側攪拌翼５５の下端部である下横翼５６ｃは他の翼５６ａ
，５６ｂより幅広に形成され、その下端側には掘削刃５８が形成されている。この掘削刃
５８は、本例では下横翼５６ｃの外縁部から下横翼５６ｃの取付部にいたる途中にまで設
けられ、その中心部付近には設けられていない。
【００４６】
上記環状取付部６１は滑り軸受６２が内嵌され、内側ヘッド軸部３３の外周に回転自在に
取り付けられる。
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【００４７】
また、本例では、内側ヘッド軸部３３の下端部には上記掘削刃５８より小径の中心部掘削
刃５９が取り付けられており、掘削刃２２の最下端面に硬化剤の吐出口３０が開設され、
この吐出口３０は上記０通路２７を介して上記中心軸１３の内孔に連通される。また、中
心部掘削刃５９の内軸直下部には吐出口３０からの硬化剤が流出できるように、切欠部３
９が設けられる。
【００４８】
〔第２実施例の作用、効果〕
本例に係る攪拌ヘッド５０は、上記第１の例の攪拌ヘッドと同様に地盤改良装置に取り付
けて使用され、その地盤改良施工における使用の状態は第１の例の攪拌ヘッドと同一であ
る。
即ち、硬化剤を圧送しつつ掘削軸１０を回転駆動させながら下降させて、地盤の掘削、掘
削土への硬化剤の注入、攪拌混練を行なう。
【００４９】
本例にあっては、上述した第１の実施の形態例の作用に加えて、攪拌ヘッド５０を外側攪
拌翼５５の下端部に掘削刃５８を備えているので、掘削刃５８は大きな回転トルクで回転
される外軸で駆動されることととなり、大きな掘削力で地盤を掘削することができる。
【００５０】
そして、本例では内軸１２とともに回転する中心部掘削刃５９を設けているから、外側攪
拌翼５５の下部の掘削刃５８のうち掘削力が低下しがちな中心部を中心部掘削刃５９で掘
削することができ、攪拌ヘッド全体で良好な掘削力を有するものとできる。
【００５１】
そして、所定深さに達するまで掘削軸１０を上方から継ぎ足して、掘削攪拌混練を行い、
所定の深さに達した後、攪拌ヘッド５０を引き抜く。この時掘削軸を回転駆動させながら
引き抜くと、更に掘削土と硬化剤とが攪拌され混練される。攪拌ヘッド５０の引出し時に
は掘削軸１０を引き出すにつれて、中継用の掘削軸を上方から順次取り去り、攪拌ヘッド
５０が地表に現れるまでこの作業を続ける。
【００５２】
従って、実施の形態の第２例の攪拌ヘッド５０にあっては、第１例の攪拌ヘッドの効果に
加えて、掘削刃５８を大きな回転トルクで駆動でき、大きな掘削力で地盤を掘削すること
ができるほか、中心部を中心部掘削刃５９で掘削することができ、攪拌ヘッド５０全体で
強力な掘削力を有するものとできる。
【００５３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の地盤改良装置の攪拌ヘッドによれば、外側攪拌翼の枠状攪
拌翼の下部で攪拌された掘削土中に噴射ノズルから硬化剤が噴射され、掘削土中に硬化剤
が混和される。このとき、噴射ノズルから噴射された硬化剤は、その掘削土中への浸入方
向を回転させながら下降して、掘削孔内の掘削土中で螺旋を描くようになる。このため、
硬化剤の噴出流は、その流勢で掘削土を攪拌することとなり、硬化剤と掘削土とは良好に
混練される。
【００５４】
そして、この掘削土と硬化剤とは更に内側攪拌翼の放射攪拌翼外側攪拌翼の枠状攪拌翼及
び突出翼により攪拌混練され、このとき、内側攪拌翼の放射攪拌翼と、外側攪拌翼の枠状
攪拌翼及び突出翼とは、すれ違うように逆回転しているから、硬化剤が混和した掘削土に
は複雑な剪断力が付与され、掘削土と硬化剤とは共回りを起こすことなく良好に攪拌され
る。
【００５５】
また、本発明の攪拌ヘッドで外側攪拌翼の下端部に掘削刃を備えたものにあっては、掘削
刃は大きな回転トルクで駆動され、大きな掘削力で地盤を掘削することができ、さらに、
内軸とともに回転する中心部掘削刃を設けたものにあっては、中心部を中心部掘削刃で掘
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削することができ、攪拌ヘッド全体で良好な掘削力を有するものとできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る攪拌ヘッドの実施の形態の第１例を示す側面図である。
【図２】図１に示した攪拌ヘッドの図１中の II－ II線断面図である。
【図３】図１に示した攪拌ヘッドの図１中の III － III 線断面図である。
【図４】本発明に係る攪拌ヘッドの実施の形態の第２例を示す側面図である。
【図５】図４に示した攪拌ヘッドの図４中のＶ－Ｖ線断面図である。
【図６】図４に示した攪拌ヘッドの図４中の VI－ VI線断面図である。
【図７】図４に示した攪拌ヘッドの図４中の VII － VII 線断面図である。
【図８】本発明に係る攪拌ヘッドを使用する地盤改良装置を示す側面図である。
【符号の説明】
１０　掘削軸
１１　外軸
１２　内軸
２０，５０　攪拌ヘッド
２１，５１　内側攪拌翼
２２，５２　放射攪拌翼
２３，５３　噴射ノズル
２４，５４　放射攪拌翼
２５，５５　外側攪拌翼
２６，５６　枠状攪拌翼
２７，５７　突出翼
２８　掘削刃
５８　掘削刃
５９　中心部掘削刃
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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